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○
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
四
十
五
号

輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
第
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
、
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に

基
づ
き
、
平
成
十
六
年
経
済
産
業
省
告
示
第
百
七
十
三
号
（
輸
出
貿
易
管
理
令
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大

臣
が
告
示
で
定
め
る
貨
物
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
水
銀
に
関
す
る
水
俣
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る

日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
一
日

経
済
産
業
大
臣

林

幹
雄

本
則
中
「
規
定
に
基
づ
き
、
」
を
削
り
、
本
則
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
四

水
銀
化
合
物
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

塩
化
第
一
水
銀
（
塩
化
第
一
水
銀
以
外
の
物
と
混
合
し
て
い
る
場
合
は
、
塩
化
第
一
水
銀
の
含
有
量
が
全
重
量
の
九
十

五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
混
合
物
に
含
ま
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

ロ

酸
化
第
二
水
銀
（
酸
化
第
二
水
銀
以
外
の
物
と
混
合
し
て
い
る
場
合
は
、
酸
化
第
二
水
銀
の
含
有
量
が
全
重
量
の
九
十

五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
混
合
物
に
含
ま
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

ハ

硫
酸
第
二
水
銀
（
硫
酸
第
二
水
銀
以
外
の
物
と
混
合
し
て
い
る
場
合
は
、
硫
酸
第
二
水
銀
の
含
有
量
が
全
重
量
の
九
十
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五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
混
合
物
に
含
ま
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

ニ

硝
酸
第
二
水
銀
及
び
硝
酸
第
二
水
銀
水
和
物
（
硝
酸
第
二
水
銀
及
び
硝
酸
第
二
水
銀
水
和
物
以
外
の
物
と
混
合
し
て
い

る
場
合
は
、
硝
酸
第
二
水
銀
及
び
硝
酸
第
二
水
銀
水
和
物
の
含
有
量
の
合
計
が
全
重
量
の
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ

る
混
合
物
に
含
ま
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

ホ

硫
化
水
銀
（
辰
砂
に
含
ま
れ
る
も
の
を
含
み
、
硫
化
水
銀
以
外
の
物
と
混
合
し
て
い
る
場
合
（
辰
砂
に
含
ま
れ
る
場
合

し
ん

を
除
く
。
）
は
、
硫
化
水
銀
の
含
有
量
が
全
重
量
の
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
混
合
物
に
含
ま
れ
る
も
の
に
限
る

。
）


